
新庁舎の情報はこちらから確認できます

■開設時間午前９時～午後１時
■開設窓口市民課、保険年金課国民
健康保険係、子育て支援課手当助成
係（１日のみ）、納税課（１日のみ）
※一部取り扱いできない業務があり
ますので、市ホームページをご覧く
ださい
i企画政策課企画政策係（☎０４２-
３８７-９８２６）、土曜・日曜・祝日は市
役所代表（☎０４２-３８３-１１１１）

９月 ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土

① 2 3 4 5 6 7

⑧ 9 10 11 12 13 ⑭
15 16 17 18 19 20 ㉑
22 23 24 25 26 27 28

㉙ 30

ご利用ください 9月の休日窓口

お 知 ら せ

小金井平和の日条例 
制定１０周年記念事業 
戦争体験談や手記に 
ご協力いただける方を
募集します

　戦争の記憶を後世に伝え平和意識
の高揚を図るため、戦争体験談のイ
ンタビューなどの映像動画や戦争体
験手記を募集します。ご協力いただ
いた資料はデータ化し、市民団体が
運営するこがねいデジタル平和資料
館で保存・公開します。
e応募内容は、協働事業提案者（小
金井平和の日・市民イベント実行委
員会）に情報提供します。上記のほ
か、市でも戦争体験者登録を常時受
け付けています
m９月３０日（必着）までに、市申込フ
ォーム、郵送または直接、住所・氏

ふり

名
がな

・電話番号を明記し、広報秘書課
広聴係（〒１８４-８５０４住所不要・市役
所第二庁舎１階☎０４２-３８７-９８１８）へ

全国家計構造調査にご協力を

　統計法に基づき実施する全国家計
構造調査を、１０月～１１月に行います。
事前調査のために調査員がご自宅に
伺う場合がありますので、ご協力を
お願いします。調査員は「調査員証」
を着けて訪問します。
　この調査は、国民の暮らし向き
を、家計の所得、消費、資産の面か
ら総合的に把握することを目的と
し、調査結果は、国や地方公共団体
の各種社会・経済施策等の基礎資料
として利用されます。
　なお、調査内容は、統計を作成す
る目的以外に使用することは統計法
で固く禁じられています。
i総務課庶務係（☎０４２-３８７-９８０５）

９月・１０月は行政相談月間

　一日合同行政相談所を開設しま
す。
db９月６日㈮午後１時～４時＝都
立中央図書館（港区）、１０月１８日㈮
午前１０時～午後４時＝JR新宿駅西
口広場イベントコーナー（新宿区）、
１１月１２日㈫午後１時～４時＝三鷹市
公会堂さんさん館（三鷹市）
u行政サービス（年金・保険・国税
・登記・道路など）への苦情や要望
■行政相談員橋本洽祚さん、小野寺
孝成さん、川村久恵さん
i総務省東京行政評価事務所（☎０３
-３３６３-１１００）、市広報秘書課広聴係
（☎０４２-３８７-９８１８）

就職面接会および面接
対策セミナーin武蔵野

【面接対策セミナー】
d９月１２日㈭正午～午後０時５０分
s５０人
【就職面接会】
d９月１２日㈭午後０時５０分～４時
s１００人
e▷参加企業数２０社程度▷面接を希
望する企業の数だけ履歴書を持参
−◇共通◇−

b武蔵野スイングホール（武蔵野市）
e保育有り（４人。９月９日正午ま
でに要事前申込）
m申込フォームまたは電話で東京し
ごとセンター多摩（☎０４２-５２１-６７６１）
へ

９月は高齢者悪質商法 
被害防止キャンペーン月間

　高齢者の悪質商法被害が後をたち
ません。だます手口は年々巧妙にな
り、時には複数人で役柄を演じ分け
て勧誘し、お金をだまし取ろうとし
ます。少しでもおかしいと思ったら
消費生活相談室にご相談ください。
【高齢者被害特別相談】
d９月９日㈪～１１日㈬午前９時３０分
～午後４時（正午～午後１時を除く）
t市内在住・在勤・在学の６０歳以上
の方
■相談窓口消費生活相談室（市役所
第二庁舎４階☎f０４２-３８４-４９９９）
i経済課消費生活係（☎０４２-３８７-
９８３１）

多重債務１１０番

　一人で悩まず、気軽にご相談くだ
さい。事前予約は不要です。
d９月２日㈪、３日㈫午前９時３０分
～午後４時（正午～午後１時を除く）
t市内在住・在勤・在学の方
■相談窓口消費生活相談室（市役所
第二庁舎４階☎f０４２-３８４-４９９９）
i経済課消費生活係（☎０４２-３８７-
９８３１）

委員募集

廃棄物減量等推進審議会

　一般廃棄物の減量および再利用の
促進等について、調査・審議します。
t市内在住・在勤・在学で、令和６
年７月１日現在１８歳以上の方
s１人（選考）
■任期１０月１日～令和８年６月３０日

（年８回程度開催）
e小論文は、応募フォームで提出さ
れた場合を除き返却します
m９月１４日（消印有効）までに、応募
フォーム、郵送、ファクスまたは直
接、小論文（８００字以内・課題＝「人口
減少社会における廃棄物処理につい
て」）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・性別・電話番
号をごみ対策課減量推進係（〒１８４-
８５０４住所不要・市役所第二庁舎４階
☎０４２-３８７-９８５４f０４２-３８３-６５７７）へ

消費生活審議会

　市民の消費生活の安定と向上を図
るため、検討・審議します。
t市内在住・在勤・在学で、令和６
年１０月２９日現在１８歳以上の方
s２人（選考）
■任期１０月２９日～令和８年１０月２８日
（年３回程度開催）
e小論文は返却します
m９月２０日（必着）までに、郵送、フ
ァクスまたは直接、応募用紙と小論
文（２００字以内・課題＝「消費者行
政について興味がある分野」、１００字
以内・課題＝「応募にあたっての動機
や抱負」）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・性別・電
話番号を経済課消費生活係（〒１８４-
８５０４住所不要・市役所第二庁舎４階
☎０４２-３８７-９８３１f０４２-３８６-２６０９）へ

市民協働推進委員会

　協働の推進を図るための協議を行
います。
t市内在住・在勤・在学で、令和６

年９月１日現在１８歳以上の方
s１人（選考）
■任期委嘱日から２年間（年４回程
度開催）
■応募用紙配布場所等コミュニティ
文化課、市ホームページ
e小論文は返却します
m９月２５日（必着）までに、郵送また
は直接、応募用紙と小論文（８００字
以上１,２００字以内・課題＝「市民協働
を推進するために必要なこと」）を
コミュニティ文化課文化推進係（〒
１８４-８５０４住所不要・市役所第二庁舎
４階☎０４２-３８７-９９２３）へ
−◇共通◇−

■報酬１０,０００円（１回）
e▷市が設置する附属機関等の委員
は、原則２つまで▷選考基準・方法
等詳細はお問い合わせください

すべての
市立公園の
敷地内を
全面禁煙とします
　１０月１日から、市立公園の美　１０月１日から、市立公園の美
化および公園利用者の受動喫煙化および公園利用者の受動喫煙
防止の観点からすべての市立公防止の観点からすべての市立公
園を全面禁煙とします。園を全面禁煙とします。
　市立公園を管理する指定管理　市立公園を管理する指定管理
者の定期巡回時に喫煙者にお声者の定期巡回時に喫煙者にお声
掛けする場合があります。ご理掛けする場合があります。ご理
解とご協力をお願いします。解とご協力をお願いします。
ii環境政策課緑と公園係（☎環境政策課緑と公園係（☎
０４２-３８７-９８６０）０４２-３８７-９８６０）

名　称 と　き ところ 内　容 問合先

市民参加推進
会議

9月12日㈭
18：30〜

市役所第二庁舎
８階801会議室

市民参加条例の
運用状況等につ
いて

企画政策課企画政策係
（☎042-387-9800）

環境審議会 9月17日㈫
10：00〜

前原暫定集会施
設１階Ａ会議室

環境保全につい
て　ほか

環境政策課環境係
（☎042-387-9817）

児童館運営審
議会

9月17日㈫
10：00〜

前原暫定集会施
設2階Ｂ会議室

児童館事業につ
いて　ほか

児童青少年課児童青少
年係（☎042-387-9847）

はけの森美術
館運営協議会

9月20日㈮
18：30〜

はけの森美術館
2階多目的室

はけの森美術館
の運営について

コミュニティ文化課文
化推進係
（☎042-387-9923）

生活支援協議
体

9月24日㈫
14：00〜

市役所第二庁舎
８階801会議室

活動報告・生活
支援における検
討　ほか

介護福祉課包括支援係
（☎042-387-9845）

部活動地域連
携検討委員会

9月24日㈫
18：30〜

前原暫定集会施
設2階Ｂ会議室

学校部活動の地
域連携について

生涯学習課スポーツ振
興係
（☎042-386-2462）

※傍聴については事前にお問い合わせください

各種審議会等の開催日程
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